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船舶検査心得の一部改正について 
 
 
標記について、下記の省令に関する船舶検査心得の一部を別添のとおり改正することと

致しましたので、よろしくお取り計らい頂きますようお願い申し上げます。 
また、関係各位への周知方よろしくお取り計らい頂きますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 

記 
 

・満載喫水線規則（昭和４３年 運輸省令 第３３号） 
 

・小型船舶安全規則（昭和４９年 運輸省令 第３６号 


